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都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

目
次

（
現
行
の
と
お
り
）

目
次

（
略
）

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
の
四
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
十
三
条
の
四
ま
で

（
略
）

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

（
特
定
家
庭
用
機
器
）

第
十
三
条
の
五

条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
家
第
十
三
条
の
五

条
例
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
家

庭
用
電
気
機
器
等
は
、
未
使
用
の
機
械
器
具
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

庭
用
電
気
機
器
等
は
、
未
使
用
の
機
械
器
具
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
省
エ
ネ
法
」

化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
九
条
第
一
項

と
い
う
。
）
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
事
業
者
等
が
製
造
し
、
又

に
規
定
す
る
製
造
事
業
者
等
が
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に

は
輸
入
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
水
冷
式
の
も
の
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

一

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
水
冷
式
の
も
の
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七

の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

十
四
号
。
以
下
「
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項

以
外
の
も
の
の
う
ち
、
冷
暖
房
の
用
に
供
す
る
も
の
（
冷
房
能
力
が
四
キ
ロ

に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
冷
暖
房
の
用
に
供
す
る
も
の
（
冷

ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
直
吹
き
形
か
つ
壁
掛
け
形
の

房
能
力
が
四
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
直
吹
き
形

も
の
（
一
の
室
外
機
に
二
以
上
の
室
内
機
を
接
続
す
る
も
の
の
う
ち
各
室
内

か
つ
壁
掛
け
形
の
も
の
（
一
の
室
外
機
に
二
以
上
の
室
内
機
を
接
続
す
る
も

機
の
運
転
を
個
別
に
制
御
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

の
の
う
ち
各
室
内
機
の
運
転
を
個
別
に
制
御
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）

二

電
気
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
と
一
体
の
も
の
を
含
み
、
熱
電
素
子
を
使
用
す
る

二

電
気
冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
と
一
体
の
も
の
を
含
み
、
熱
電
素
子
を
使
用
す
る

も
の
そ
の
他
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
を

も
の
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
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除
く
。
以
下
同
じ
。
）

十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

三

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
産

三

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

業
用
の
も
の
そ
の
他
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る

交
流
の
電
路
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
限
り
、
産
業
用
の
も
の
そ
の
他
エ
ネ
ル

も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第
三
項
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
等
の
表
示
）

（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
等
の
表
示
）

第
十
三
条
の
六

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
台
第
十
三
条
の
六

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
台

数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
器
具
ご
と
に
五
台
と
す
る
。

数
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
機
械
器
具
ご
と
に
五
台
と
す
る
。

一

エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

二

電
気
冷
蔵
庫

三

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
で
あ
っ
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
有
す
る
も
の

四

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
で
あ
っ
て
、
液
晶
パ
ネ
ル
を
有
す
る
も
の

五

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ズ
マ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
パ
ネ
ル
を

有
す
る
も
の

２

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
２

条
例
第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

性
能
等
を
示
す
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

性
能
等
を
示
す
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
号
及
び

第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

相
対
評
価
方
法
等
基
準
に
基
づ
く
相
対
評
価

一

相
対
評
価
方
法
等
基
準
に
基
づ
く
相
対
評
価
及
び
そ
の
相
対
評
価
方
法
等

基
準
に
定
め
る
基
準
年
度

二

省
エ
ネ
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
機
器
ご
と
に
経
済
産

二

知
事
が
別
に
定
め
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
達
成
率

業
大
臣
が
定
め
る
測
定
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
数
値
（
以
下
「
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
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三

省
エ
ネ
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
機
器
ご
と
に
経
済
産

三

前
号
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
達
成
率
に
基
づ
く
省
エ
ネ
性
マ
ー
ク
（
日
本

業
大
臣
が
定
め
る
数
値
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
達
成
率
を
百
分

工
業
規
格
Ｃ
九
九
○
一
に
定
め
る
標
章
を
い
う
。
）

率
で
表
し
た
も
の

四

省
エ
ネ
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
機
器
ご
と
に
経
済
産

四

知
事
が
別
に
定
め
る
目
標
年
度

業
大
臣
が
定
め
る
年
度

五

日
本
工
業
規
格
Ｃ
九
九
○
一
に
定
め
る
省
エ
ネ
性
マ
ー
ク

五

知
事
が
別
に
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

六

製
造
事
業
者
名

六

製
造
事
業
者
名

七

機
種
名

七

機
種
名

八

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八

八

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八

号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
物
質
等
を
冷
媒
及
び
断
熱
材
発
泡

号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
物
質
等
を
冷
媒
及
び
断
熱
材
発
泡

剤
に
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
の
表
示
（
電
気
冷
蔵
庫
に
限
る
。
）

剤
に
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
の
表
示
（
電
気
冷
蔵
庫
に
限
る
。
）

九

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
機
械
器
具
の
小
売
の
事
業
を
行
う
者
が
取
り
組

九

十
年
間
の
電
気
代
の
目
安
（
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

む
べ
き
措
置
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
五
十
八
号
）
に
定
め

十
年
間
の
電
力
料
金
の
概
略
値
を
知
る
た
め
の
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
一
年
間
使
用
し
た
場
合
の
目
安
と
な
る
電
気
料
金

十

販
売
価
格

十
一

販
売
価
格
及
び
十
年
間
の
電
気
代
の
目
安
の
合
計

第
十
四
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
十
四
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
二
十
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
二
十
ま
で

（
略
）

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
九
号
様
式
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
九
号
様
式
ま
で

（
略
）



- 4 -

附
則
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

附
則
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で

（
略
）

平
成
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
東
京
都
規
則
で
定
め
る
ま
で
の
間
、
第
十
三
条

10
の
五
第
二
号
は
適
用
し
な
い
。


